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マンション管理組合の理事の皆さまが、組合員の皆さまから正当に評価されるために 

 組合員の皆さまが、マンション管理組合の決算書に虚偽や不公正を求めていないのは当然のことです。また、
理事の皆さまも適正な決算書を作成しよう、また管理会社が作成した決算書をキチンとチェックしようと考えて
いらっしゃると思います。しかしながら、会計の専門家でなく、かつ、組合員でもある理事の皆さまが組合員の
信頼を勝ち得るのは難しいことですし、無用の誤解も生じやすくなります。 

そこで我々のような職業的専門家である第三者が間に立つことで組合員の皆さまの決算書への信頼性が向上し、
また、理事会の管理能力向上のための施策を我々が助言することで、より効果的な組合運営が可能になります。
養和監査法人では、マンション管理組合の運営向上を使命として全力で監査業務に取り組んでいます。 

 

マンション管理組合の監査なら養和監査法人 

１．国内監査業務 

• マンション管理組合の任意監査 

• 会社法に基づく監査 

• 国や地方公共団体から補助金を受けている学校
法人の監査 

• 寄附行為等の許可申請を行う学校法人の監査 

• 労働組合の監査 

• 投資事業有限責任組合の監査 

• 特定目的会社の監査 

• 投資法人の監査 他 

 

２．海外監査業務 

• 海外企業の日本子会社の監査 

• 日本企業の海外子会社・支店の監査人対応 

１．お伺いしての迅速な対応 

 養和監査法人では、直接お会いして対応することを大事にしています。他にご職業をお持ちの理事様のスケ
ジュールに合わせて週末を含めて迅速に対応します。 

 お話の内容は機密性を要するものですし、管理組合で扱う金額も多額になりますから、信頼できる相手かどう
か、分かりやすく説明してくれるかどうか、直接お確かめ下さい。 

２．マンション管理組合の経験豊富な公認会計士による直接対応 

 養和監査法人では、不動産業界の顧客を多数抱えてその経験を培ってきました。対応する公認会計士はすべて
税理士登録もしている税務の専門家でもあります。会計事務所にありがちなサインする者と担当者は別の人とい
うことがありません。徒にクライアント数を追い求めず、少数精鋭で丁寧な対応を心がけています。 

 また、監査作業におきましても監査意見を出して終わりという対応は致しません。監査結果につきましては、
理事会での報告に資するように詳細に報告させていただきますし、管理組合の運営管理方法を含め積極的にアド
バイスさせていただきます。 

３．公正・独立な立場  

 養和監査法人では、業界にありがちな不動産管理会社からの紹介を受けていません。従いまして、まったく
公正・独立な立場から助言することが出来ますし、不動産管理会社を変更する際にも積極的にサポートさせてい
ただきます。 
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